
要件 令和６年度以降

要
綱

〇産業廃棄物

・前年度の産業廃棄物総排出量が500トン以上の
事業場を市内に有するもの

・建設業を営むもの（資本金が4,000万円以上の
ものに限る。）であって、市内で工事を行うも
の

●特別管理産業廃棄物

・医療法（昭和２３年法律第２０５号)に定める
病院（許可病床数が１５０床以上のものに限
る。）を市内に有するもの

法
律

〇産業廃棄物

・前年度の産業廃棄物排出量が1000トン以上発
生する事業場を奈良市内に有する者

●特別管理産業廃棄物

・前年度の特別管理産業廃棄物排出量が50トン
以上発生する事業場を奈良市内に有する者

R５年度 R６年度 R７年度R４年度

R５年度 R６年度 R７年度

R4要件該当 R5計画の提出 R5計画実施報告

R5要件該当 R6計画の提出 R6計画実施報告

R４年度

×
× ×

参考

要綱廃止により計画書と報告書が不要に

R4要件該当 R5計画の提出 R5計画実施報告

R5要件該当 R6計画の提出 R6計画実施報告

※変更点はありません。要提出。


